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　   　 第５回検討委員会 開催
　　　　     　　　 ■日時 平成25年12月12日（木）18時30分から

　　     　　　　　 ■場所 上郷地区センター

決定事項等

○検討委員会の意見書については、提示された原案を基に、
　委員長、副委員長と最終的な調整をした上で教育委員会
　（教育長）に提出することを確認しました。

 １　意見書について

　

　　　　　　「上郷中学校・庄戸中学校」の小規模校対策に関する意見書（案）

　　当検討委員会は、横浜市教育委員会が策定した「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に
　関する基本方針」に基づき、「上郷中学校・庄戸中学校」の小規模校対策について検討するため、４月
　に設置されました。
　　この度、以下の事項について意見をとりまとめましたので、申し述べます。

　１　小規模校対策の計画案
　　(1) 小規模校対策についての考え方
　　　　生徒の教育環境の維持・向上を図るため、「上郷中学校・庄戸中学校」の２校を統合することが
　　　望ましいと考えます。

　　(2) 統合の実施方法
　　　　ア 統合後に使用する学校施設は、現在の「上郷中学校」が適当と考えます。
　　　　イ 統合の時期は、平成２７年４月が適当と考えます。

　　(3) 統合校の通学区域
　　　　現在の「上郷中学校・庄戸中学校」の通学区域を合わせた通学区域が適当と考えます。

　２　統合校の学校名
　　　統合校の名称は、「上郷中学校」とすることが適当と考えます。

　３　統合校の特色づくりについて
　　　両校の教育関係者は、地域の期待やニーズも踏まえて、教育内容の充実に取り組むとともに、教育
　　委員会も必要な支援を行うよう配慮をお願いします。
　　　統合校の教育方針については、今後両校の校長等を中心に開校までの間に十分な検討を行い、この
　　「上郷中学校・庄戸中学校」の地区にふさわしい特色ある学校づくりをお願いします。

　４　その他、統合にあたっての要望
　　(1) 統合までの期間においては、交流事業や統合校の教育目標の設定等を進めていただき、通学安全
　　　への配慮など、統合校への円滑な移行を促進するようお願いします。
　　(2) 統合校の特色づくりに基づいた教育環境の確保のため、必要な施設整備について、最大限の努力
　　　をお願いします。
　　(3) 統合校の円滑な運営を図るとともに環境変化に生徒が順応できるよう、統合校の教職員は、でき
　　　るだけ両校の教職員を配置するよう配慮をお願いします。
　　(4) 今回の統合により誕生する新しい「上郷中学校」には、これまで２校が築いた歴史を尊重し、で
　　　きる限り卒業記念品等を含む関係資料等の保存・記録をお願いします。
　　(5) 統合により生じる土地建物の活用に関しては、現在の学校が地域にとっても様々な役割を担って
　　　いることから、地域の声などを踏まえ、検討していただけるようお願いします。

（２頁目につづく）

当日の様子
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「上郷中学校・庄戸中学校」小規模校対策検討委員会に
ご意見をいただき、ありがとうございました。

泉

（※）「上郷中学校・庄戸中学校」小規模校対策検討委員会の経過、横浜市の基本方針等はホームページ
　　　でもご覧になれます。
　　・基本方針など　http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/kyoiku-info/gakku-houshin.html
　　・「上郷中学校・庄戸中学校」小規模校対策検討委員会
  　　  http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/gakku/shoukibo/sakae.html

TEL：045-671-3253 　FAX：045-651-1417
Eメール：ky-sakae@city.yokohama.jp＊「上郷中学校・庄戸中学校」小規模校対策検討委員会

　　事務局　（横浜市教育委員会事務局学校計画課）

 ◎　第４回検討委員会以降に寄せられた主な意見 【凡例】◎・・・ご意見、→・・・事務局回答

◎　検討委員会ニュースの配布について、小学生、中学生の子どもがそれぞれ１部持って帰ってき
　　て、さらに自宅ポストにも入っていた。３部も配るのは無駄だと思う。
→　重複してしまうお宅もありますが、必ず目を通していただきたいので、配布漏れがないよう、
　　全戸配布と学校を通じての配付の両方を実施しています。

 ◎　検討委員会事務局からのお知らせ

　今回の検討委員会をもって、「上郷中学校・庄戸中学校」小規模校対策検討委員会は終了しました。これ
までご協力いただきました地域・保護者の皆様にお礼申し上げます。
　なお、本検討委員会は第５回検討委員会より、横浜市会が制定した「横浜市学校規模適正化等検討委員会
条例」に基づく附属機関に位置付けを変更させていただきました。

　むすびに
　　「上郷中学校・庄戸中学校」の地区において、今回の両校の統合を契機に、保護者や地域住民による
　様々な学習活動への参画など、学校との連携・協力体制をより一層推進していきたいと考えています。
　　小規模校対策による統合という事情も考慮し、必要な改善及び支援については、教育委員会及び関係
　機関は最大限の努力をお願いします。また、地域住民との協働を推進し、当地区がより良いまちとなる
　よう各種事業を推進されるよう要望します。

提示された意見書の案を基に、委員長、副委員長と最終調整をした上で
教育委員会（教育長）に提出することを確認しました。

 ◎　今後の流れについて

【報告会開催のお知らせ】
　
　本検討委員会での決定事項について、報告会の開催を予定しております。
　
　日時・場所：平成２６年２月８日（土）　１０時から（庄戸小学校　体育館）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３時３０分から（上郷小学校　生活科室）
　注：上履きを持参してください。　注：車での来校はご遠慮ください。
　
　※両校で行う報告会の内容は同じですので、どちらの報告会に出席していただいても構いません。
　※開催日時・場所に変更がある場合は、改めてお知らせいたします。
　※これまでの検討委員会での検討結果を報告する会です。跡地利用等、今後の検討内容についての
    説明会ではございませんので、ご了承ください。

　上郷中学校と庄戸中学校の学校統合については、今後、教育委員会の承認を経て、市会に提案し、
　市会での議決により正式決定することになります。
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